
家庭用井戸の水質検査を実施される皆様へ  

 

  

 町では、飲用水の安全性を確保し、健康を守るため、一般家庭における飲用水の水質検査を実

施した方に補助金を交付します。 

 

 ◎補助を受けることができる方 

  ・日南町水道未普及地域に居住する個人   ・町税等の滞納者でないこと。 

 ・当年度に水質検査を実施した者        ・５年以内に本補助金を受けていないこと 

 

 ◎対象となる水質検査の内容 

  水道法の規定に基づく水質基準に関する省令に定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態

窒素および亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物（全有機炭素

（TOC)量）、PH 値、味、臭気、色度、濁度、硬度の１３項目（いわゆる保健事業団の行う飲用

水適否検査）が基本です。 

 

 ◎補助金の額 

 ・水質検査料金が１万円未満の場合 水質検査料金の 2 分の 1 に相当する額（100 円未満切捨） 

 ・水質検査料金が１万円以上の場合 5,000 円 

 ・生活保護世帯、住民税免除世帯の場合 水質検査料金の全額 

                  【飲用水適否（13 項目）検査料 7,700 円 R2.10.1 現在】 

    

 ◎検査申込みから申請までの流れ 

  

 ○検査申込み     役場建設課に検査実施依頼 検査機関：(財)鳥取県保健事業団             

検査内容、採水方法の説明 

検査実施日の決定 

              

 ○検査容器      検査前日までに、検査容器を役場まで取りにきてください。     

 ○採  水           検査当日に採水し、午前 11 時までに役場に持ち込んでください。  
採水は、申請者で行ってください。（採水方法参考） 

 
10 日前後で、検査機関から御自宅に検査成績書と振込用紙が届きます 

 

  

  

○交付申請      申請書（様式第 1 号）に次の書類を添付してください。 

・検査成績書及び領収書の写し 

 

○決定通知           役場担当で申請内容を確認し、決定通知をします。 

  

 

○交付請求           交付金請求書（様式第３号）を提出してください。 

           後日指定口座に振り込みします。 

 

○補助金支払        
 

                 

                     【お問合わせ】 建設課 上下水道室 

                                                     TEL ８２－１１１３ 

                                     


